




・ ĳ ・







 

! " # $ % & ' # $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) * +

( ) , * + -. /012

--1/01.

( 3 4 5 6

. 22( 7 $ *

801/201

9

9

: ; < : = % & > ?

@ : ; < : = % & > ? A 7 B C D E F A G H I G B J K L

: M=

. /N. -

( 3 4 O ;

P Q

@ R S T U V W X ! Y Z 7 [ D E F \ B J K G ] ^ \ _ K L

` A 7 B

@ ` A 7 B D E F A G H I G a K L

b ! : ;

( ) , : ; . . N/Nc0

81d/-08

12. /d02

( ) : ;

9/. cc/1-2

d/1. N

> ?

b ! * + 192/N8d

・ Ĳ ・



 ! " # $ % & ' (

) * + , -
. / 0 1

2 3 4 5 6
7 8 9 : ; < = > : ? @ , A
B C D E F # G H I J
# K L M # N O P Q ; < R =
> : S 1 T 8 U N V P Q W
= > : U R ; < X

E F # N O P Q Y R K Z [ N
\ A ] 1 Y R ^ R _ ` N Y R a b c
d e  f D g R N \ D h 8 9 : i j k
E R l ` N \ A m n o p q r o s S
t u : - v w q r g : x y ; N ,
z { f D | d } @ ~ D h

       2 Z a R s a R ; < q r R R d V A d  D h�

   7 X

    
  j

   
  j

       

      

        `

     �        

     a R s a R ; < q r R

   &   #�       ¡ ¢ & i j a q r #�       ¡

 £ ¤ o , B # q r #�     ¢

 ¥ Y R ^ R ¦�   

  2 §�   ¡

7 i j a X

  ¨ # ¨ #

B ©

7 B © X

  Z B © R § R d V A d  D 7 B } © N ª : « ¬ f D $ % £�

 ­ ® # ' % ¯ ¯ @ Q °f D g R d f D h X h

      7 ± ² ±

 ³ B�       ¢ ³ ©�       ¢

  i j a�        

・ ĳ ・



　（１）　各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項間の流用

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

　（１）　職員給与費 ４９，４７０ 　千円

　　

阿　賀　町　長　　

阿賀町議会議長

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　　　に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　（他会計からの補助金）

第９条　水道事業会計に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４０１，０６３千円と定める。

　（たな卸資産の購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は、９，７００千円と定める。

令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 提 出 神　田　　一　秋

令和 ８ 年 ３ 月 １８ 日 齋　藤　　秀　雄

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

可 決
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令 和 ８ 年 度

阿賀町下水道事業会計予算



 



（１）　接続戸数 4,443 件

（２）　年間有収水量 715,264 ｍ3

（３）　１日平均有収水量 1,959 ｍ3

226,406 千円

　　　マンホールポンプ及び処理場長寿命化工事等

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

第１項　営業費用 995,273

第２項　営業外費用 52,434

第３項　予備費 300

第１項　営業収益

支　出

第１款　下水道事業費用 1,048,007

133,313

（４）　建設改良事業

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　入

第１款　下水道事業収益 1,079,050

第２項　営業外収益 945,737

議案第 ３８ 号

　（総　則）

第１条　令和８年度阿賀町下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

令和８年度　阿賀町下水道事業会計予算

－3 5－



－3 6－

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５１，６４６千円

　（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

普通貸借又
は証券発行

　第４項　予備費

下水道事業

　年５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れ
る政府資金及び地方公共団体金融機構
資金について、利率の見直しを行った
後においては、当該見直し後の利率）

　政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合にはその債権者
と協定するものによる。ただし、企業財
政の都合により据置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借
換えすることができる。

（単位：千円）

限　度　額

　第２項 補助金 353,426 　第２項　企業債償還金 350,501

起債の方法

71,600

起債の目的 利　　　　率

第１款 資本的収入 425,626 第１款　資 本 的 支 出 577,272

71,600

300

償　還　の　方　法

（単位：千円) (単位：千円)

収　　　　入 支　　　　出

　第１項 企業債

　第３項　基金積立金 65　第３項 受益者負担金及び分担金 600

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額 

　第１項　建設改良費 226,406

　（資本的収入及び支出）

　　　は、当年度損益勘定留保資金１０５，８７５千円及び積立金４５，７７１千円で補てんするものとする。）。



　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

　（１）　各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項間の流用

　（１）　職員給与費 ４５，１７０ 　千円

阿　賀　町　長　　

阿賀町議会議長可　 決

令和 ８ 年 ３ 月 　５ 日

令和 ８ 年 ３ 月 １８ 日

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　（他会計からの補助金）

第９条　下水道事業会計に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、６３９，０００千円と定める。

齋 藤 秀 雄

　　　経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

提　 出 神 田 一 秋

－3 7－
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収　　入 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額 備　　　考

１ 下水道事業収益 1,079,050

１ 営業収益 133,313

１ 下水道使用料 133,210

２ その他営業収益 103

２ 営業外収益 945,737

１ 受取利息 65

２ 他会計補助金 400,000

３ 長期前受金戻入 545,669

４ 雑収益 3

支　　出 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額 備　　　考

１ 下水道事業費用 1,048,007

1 営業費用 995,273

１ 管渠費 9,580

２ 処理場費 273,401

３ 総係費 49,146

４ 減価償却費 656,976

５ 資産減耗費 6,170

２ 営業外費用 52,434

１ 支払利息及び企業債取扱諸費 27,234

２ 雑支出 200

３ 消費税及び地方消費税 25,000

３ 予備費 300

１ 予備費 300

令和８年度　　阿賀町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出



収　　入 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額 備　　　考

１ 資本的収入 425,626

１ 企業債 71,600

１ 企業債 71,600

２ 補助金 353,426

１ 国庫補助金 70,426

２ 県補助金 44,000

３ 他会計補助金 239,000

３ 受益者負担金及び 600

分担金 １ 受益者負担金及び分担金 600

支　　出 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額 備　　　考

１ 資本的支出 577,272

1 建設改良費 226,406

１ 管渠建設改良費 14,805

２ 処理場建設改良費 211,601

２ 企業債償還金 350,501

１ 企業債償還金 350,501

３ 基金積立金 65

１ 基金積立金 65

４ 予備費 300

１ 予備費 300

資本的収入及び支出

－3 9－
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収　　入 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

１ 下水道事業 1,079,050 1,117,051 △ 38,001

収益

１  営業収益 133,313 138,528 △ 5,215

１ 下水道使用料 133,210 138,500 △ 5,290

下水道使用料 133,210 公共下水道事業 50,290

特定環境保全公共下水道事業 38,600

農業集落排水事業 42,150

林業集落排水事業 650

個別排水処理事業 1,520

２ その他営業 103 28 75

収益 手数料 103 排水設備指定工事店登録手数料 100

下水道事業受益者負担金督促手数料 1

下水道事業受益者分担金督促手数料 1

下水道使用料督促手数料 1

２  営業外収益 945,737 978,523 △ 32,786

１ 受取利息 65 3 62

基金利息 65 下水道事業償還基金利息 65

２ 他会計補助金 400,000 0 400,000

他会計補助金 400,000 一般会計補助金 400,000

３ 他会計負担金 0 485,000 △ 485,000

令和８年度　　阿賀町下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明



収　　入 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

４ 長期前受金 545,669 493,517 52,152

戻入 長期前受金 545,669 国庫補助金戻入 149,796

戻入 県補助金戻入 68,873

他会計補助金戻入 147,762

受益者負担金及び分担金戻入 9,377

他会計負担金戻入 4,436

受贈財産評価額戻入 30,613

補償料戻入 28

元金償還繰入金戻入 134,784

５ 雑収益 3 3 0

その他雑収益 3 下水道事業受益者負担金延滞金 1

下水道事業受益者分担金延滞金 1

下水道使用料延滞金 1

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明

－4 1－



－4 2－

支　　出 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

１ 下水道事業 1,048,007 1,016,153 31,854

費用

１  営業費用 995,273 971,076 24,197

１ 管渠費 9,580 7,261 2,319

備消品費 195 交換用下水道メーター 195

委託料 275 下水道管路台帳システム保守業務委託料 275

賃借料 21 管渠等用地借地料 21

修繕費 9,000 管渠等修繕料 2,000

マンホールポンプ修繕料 7,000

保険料 89 下水道賠償責任保険料 89

２ 処理場費 273,401 260,109 13,292

光熱水費 920 処理場ガス料金 84

処理場水道料金 836

通信運搬費 5,500 電信料 5,500

委託料 183,000 下水道施設維持管理業務委託料 174,080

電気工作物保安管理業務委託料 1,210

水質検査業務委託料 6,750

消防用設備等点検業務委託料 410

浄化センター場内公園点検整備業務委託料 550

手数料 829 汚泥等引抜作業手数料 200

浄化槽法定検査手数料 629

修繕費 9,200 施設修繕料 9,200

動力費 72,300 処理場電力料 72,210

処理場自家発電機燃料費 90

保険料 1,652 建物等災害共済保険料 1,652

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明



支　　出 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

３ 総係費 49,146 45,050 4,096

給料 21,490 一般職給料 21,490

手当 13,350 扶養手当 320

期末手当 3,270

勤勉手当 2,720

寒冷地手当 360

管理職手当 360

時間外勤務手当 820

通勤手当 820

住居手当 470

児童手当 120

職員退職手当負担金 4,090

賞与引当金 3,010 賞与引当金繰入額 3,010

繰入額

報酬 103 下水道事業運営協議会委員報酬 103

法定福利費 6,710 職員共済組合負担金 6,710

法定福利費 610 法定福利費引当金繰入額 610

引当金繰入額

旅費 40 普通旅費 30

下水道事業運営協議会委員費用弁償 10

備消品費 100 備消品費 100

燃料費 218 自動車燃料費 218

印刷製本費 345 納入通知書印刷代 287

予算・決算書印刷代 58

委託料 707 料金システム機器保守点検委託料 707

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明

－4 3－



－4 4－

支　　出 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

手数料 277 口座振替等手数料 74

インターネットバンキング利用手数料 66

企業会計システム改修手数料 137

使用料及び 1,971 会計・料金システムリース料 1,171

賃借料 自動車リース料 799

駐車料金 1

修繕費 50 車両修繕費 50

食糧費 3 食糧費 3

会費負担金 125 日本下水道協会会費 70

中部地方下水道協会会費 9

全国町村下水道推進協議会県支部会費 20

地域環境資源センター会費 20

新潟県下水道協会会費 6

保険料 37 自動車損害共済保険料 37

４ 減価償却費 656,976 658,655 △ 1,679

有形固定資産 656,976 建物 73,011

減価償却費 構築物 419,751

機械及び装置 163,903

工具器具及び備品 311

５ 資産減耗費 6,170 1 6,169

固定資産 6,170 固定資産除却費 6,170

除却費

２  営業外費用 52,434 45,077 7,357

１ 支払利息及び 27,234 33,076 △ 5,842

企業債取扱 企業債利息 26,546 企業債利息 26,546

諸費 借入金利息 688 一時借入金利息 688

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明



支　　出 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

２ 雑支出 200 1 199

その他雑支出 200 下水道使用料還付金等 200

３ 消費税及び 25,000 12,000 13,000

地方消費税 消費税及び 25,000 消費税及び地方消費税 25,000

地方消費税

３  予備費 300 0 300

１ 予備費 300 0 300

予備費 300 予備費 300

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明
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収　　入 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

１ 資本的収入 425,626 234,050 191,576

１  企業債 71,600 29,500 42,100

１ 企業債 71,600 29,500 42,100

建設改良等に 71,600 公共下水道施設長寿命化対策事業 16,100

要する企業債 特定環境保全公共下水道施設長寿命化対策事業 11,500

農業集落排水施設機能強化対策事業 44,000

２  補助金 353,426 49,950 303,476

１ 国庫補助金 70,426 46,750 23,676

国庫補助金 70,426 公共下水道施設長寿命化対策事業 57,241

特定環境保全公共下水道施設長寿命化対策事業 13,185

２ 県補助金 44,000 3,200 40,800

県補助金 44,000 農業集落排水施設機能強化対策事業 44,000

３ 他会計補助金 239,000 0 239,000

他会計補助金 239,000 一般会計補助金 239,000

３  受益者負担 600 600 0

金及び分担金 １ 受益者負担金 600 600 0

及び分担金 受益者負担金 600 下水道事業受益者負担金 360

及び分担金 下水道事業受益者分担金 240

４  負担金 0 154,000 △ 154,000

１ 他会計負担金 0 154,000 △ 154,000

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明

資本的収入及び支出



支　　出 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

１ 資本的支出 577,272 501,623 75,649

１  建設改良費 226,406 115,258 111,148

１ 管渠建設改良 14,805 23,905 △ 9,100

費 委託料 4,000 農業集落排水施設機能強化対策業務委託料 4,000

工事請負費 10,750 特定環境保全公共下水道施設長寿命化対策 8,000

工事費

公共桝設置工事費 2,750

材料費 55 公共桝蓋代 55

２ 処理場建設改 211,601 89,620 121,981

良費 委託料 75,101 下水道統廃合計画策定業務委託料 30,000

下水道ストックマネジメント計画策定業務 10,000

委託料

公共下水道施設耐震診断業務委託料 35,101

工事請負費 136,500 公共下水道施設長寿命化対策工事費 35,800

特定環境保全公共下水道施設長寿命化対策 16,700

工事費

農業集落排水施設機能強化対策工事費 84,000

２  企業債償還 350,501 386,360 △ 35,859

金 １ 企業債償還金 350,501 386,360 △ 35,859

建設改良費等 344,900 建設企業債償還元金 344,900

の財源に充て

るための企業

債償還金

その他の企業 5,601 その他企業債償還金 5,601

債償還金

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明
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－4 8－

支　　出 （単位：千円）

本　年　度 前　年　度 節

予　定　額 予　定　額 区　　分 金　　額

３  基金積立金 65 5 60

１ 基金積立金 65 5 60

基金積立金 65 下水道事業償還基金利子積立金 65

４  予備費 300 0 300

１ 予備費 300 0 300

予備費 300 予備費 300

款　　項 目 比　　較 説　　　　　　　　　明



　



－5 0－

1　総　括

（単位：千円）

（ ）
5

（ ）
5

（ ）
5

（ ）
5

（ ）
0

（ ）
0

（単位：千円）

40,327

4,843

120

120

0 400

3,690

590 4,843

7

法 定 福 利 費

7,320

7,320

6,730

合 計

45,170

4,085470 820

児童手当

16,360

37,850

37,850

　　　　給　　与　　費　　明　　細　　書

4,253

住居手当
退職手当
負 担 金

寒 冷 地
手 当

7 145 152 438 575

318 382 4,340

505

3,580

33,597

4,253

45,170

40,327

33,597 6,730

590

360 4,090

期末手当宿日直手当 勤勉手当

2,183

19,420

2,070

19,420

2,183

14,177

2,070

賃 金

損 益 勘 定
支 弁 職 員
資 本 勘 定
支 弁 職 員

合 計 16,360

14,177

（人）

21,490

手 当
区　　　分

給 与 費職 員 数

21,490

（人）
報 酬 給 料

一 般 職特 別 職
計

353

区 分

本 年 度

扶養手当

320 4,915

353 675

時 間 外
勤 務 手 当

比 較

前 年 度

本 年 度

資 本 勘 定
支 弁 職 員

合 計

損 益 勘 定
支 弁 職 員

損 益 勘 定
支 弁 職 員

資 本 勘 定
支 弁 職 員

△ 46

手 当 の
内 訳

前 年 度

比 較

合 計

通勤手当管理職手当

360 820

366



2　給料及び手当の増減額の明細

千円

千円

千円

千円

期末・勤勉手当等の増額 95 千円

千円

千円

3　給料及び手当の状況

　（1）　職員１人当たり給与

（円）

（円）

（歳）

（円）

（円）

（歳）

増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ）

昇 給 に 伴 う 増 加 分 123 123

729

退職者分の減額 △ 2,690
そ の 他 の 増 減 分 1,218

備 考

360,567

給与改定に伴う増額

制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分

昇給等に伴う増額

退職者分の減額

95

729

令 和 8 年 4 月 1 日 現 在

行 政 職 （ 一 ）

平 均 給 与 月 額令 和 7 年 4 月 1 日 現 在

給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分

説 明

323,667

平 均 年 齢

区 分 増減額（千円）

平 均 年 齢 52.2

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

区 分

358,167

406,667

50.4

異動等に伴う増額 3,908

手　　当 2,183
そ の 他 の 増 減 分

平 均 給 料 月 額

2,088
昇給・異動等に伴う増額 3,739

2,070給　　料

△ 1,651

－5 1－
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　（2）　初任給

　（3）　級別職員数

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）
3

（ ） （ ）
2

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）
3

（ ） （ ）
2

（ ） （ ）

（ ） （ ）

40.0

232,000

一 般 会 計 の 制 度
区 分

高 校 卒 200,300

232,000大 学 卒

行 政 職 （ 一 ） （ 円 ）

200,300

行 政 職 （ 一 ） （ 円 ）

5 100.0

100.0

計

6 級

3 級

5

1 級

5 級

60.0

区 分
級

行 政 職 （ 一 ）

構 成 比 （ ％ ）職 員 数 （ 人 ）

2 級

令 和 7 年 4 月 1 日 現 在

令 和 8 年 4 月 1 日 現 在 4 級

2 級

4 級

1 級

60.0

40.0

3 級

計

5 級

6 級



　（級別の標準的な職務内容）

総務課長の職務

　（4）　昇給

（Ａ） （人）

（Ｂ） （人）

（人）

（人）

（人）

（人）

（Ｂ）／（Ａ） （％）

（Ａ） （人）

（Ｂ） （人）

（人）

（人）

（人）

（人）

（Ｂ）／（Ａ） （％）

地域包括支援センター長の職務

1 1

60.0 60.0

職 員 数

4 号 給

5

3

2 号 給

昇 給 に 係 る 職 員 数

号 給 数 別 内 訳

区 分 合 計

5

3昇 給 に 係 る 職 員 数

行 政 職 （ 一 ）

代 表 的 な 職 種

本

年

度

比 率

2 号 給

40.0

1

3 号 給

8 号 給

号 給 数 別 内 訳

職 員 数

比 率

2

40.0

5

4 号 給 3

1

3 号 給

3

8 号 給

参事の職務

高度な知識又は経験

を必要とする業務を

係長又は主任の職務

診療所事務長の職務

きりん荘施設長の職務 議会事務局長の職務

農業委員会事務局長の職務診療所事務長補佐の職務

行う職務

2

困難な業務を行う課長の職務

汚泥再生センター長の職務

前

年

度

６級

困難な業務を行う係長の職務

水道技術管理者の職務

5

２ 級区 分

副参事の職務

１ 級 ３ 級

行政職（－）定型的な業務を行う
職務

消防長の職務

４級

課長補佐の職務

支所長の職務

５級

課長の職務

会計管理者の職務

－5 3－
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　（5）　期末手当・勤勉手当

　　期末手当　　　2.525月

　　勤勉手当　　　2.125月

　　期末手当　　　2.50月

　　勤勉手当　　　2.10月

　　期末手当　　　2.525月

　　勤勉手当　　　2.125月

　（6）　定年退職に係る退職手当

備 考
最 高 限 度35年勤続の者

（月分） （月分）

定年前早期退職者特例措置
（2％～20％加算）

本 年 度

2.300

2.325

2.300 有

33.27075

区　　　　　分
（月分）（月分）

20年勤続の者

区 分

定年前早期退職者特例措置
（2％～20％加算）

平成30年4月1日以降 24.586875 33.27075 47.709 47.709

25年勤続の者

前 年 度

支 給 率 等

2.325

支 給 期 別 支 給 率

6月 （月 分） 12月（月分）

4.650 有

備 考

そ の 他 の

加 算 措 置 等

47.709 47.709

4.600

支 給 率 計

（月分）

職制上の段階、職務の

級等による加算措置

4.650 有一 般 会 計 の 制 度 2.325 2.325

一般会計の制度
（　支給率等　）

平成30年4月1日以降 24.586875



　（7）　特殊勤務手当

　（8）　その他の手当

全 職 種
行 政 職 （ 一 ）

区　　　　　　　　分
代　表　的　な　職　種

行 政 職 （ 二 ）

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）

（令和8年4月1日現在）

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ ％ ）

区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 差異の内容

扶 養 手 当 同

住 居 手 当 同

通 勤 手 当 同

－5 5－



令
和

８
年

度
　

阿
賀

町
下

水
道

事
業

予
定

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

（
単

位
：

千
円

）

１
　
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

当
年
度
純
利
益
（
△
は
純
損
失
）

4
7
,
4
4
4

減
価
償
却
費

6
5
6
,
9
7
6

減
損
損
失

貸
倒
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

2
0

長
期
前
払
消
費
税
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

長
期
前
受
金
戻
入
額

△
 
5
4
5
,
6
6
9

受
取
利
息
及
び
受
取
配
当
金

△
 
6
5

支
払
利
息

2
7
,
2
3
4

固
定
資
産
除
却
費

6
,
1
7
0

固
定
資
産
売
却
損
益
（
△
は
益
）

リ
ー
ス
取
引
差
額
調
整
額
（
△
は
益
）

未
収
金
の
増
減
額
（
△
は
増
加
）

△
 
3
2
1

未
払
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

△
 
2
6
,
5
6
8

前
払
金
の
増
減
額
（
△
は
増
加
）

前
受
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

そ
の
他
流
動
資
産
の
増
減
額
（
△
は
増
加
）

そ
の
他
流
動
負
債
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

小
計

1
6
5
,
2
2
1

利
息
の
受
取
額

6
5

利
息
の
支
払
額

△
 
2
7
,
2
3
4

業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

1
3
8
,
0
5
2

２
　
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

△
 
2
0
5
,
8
2
4

有
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入

無
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

無
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入

有
価
証
券
の
取
得
に
よ
る
支
出

有
価
証
券
の
売
却
に
よ
る
収
入

分
担
金
及
び
負
担
金
に
よ
る
収
入

5
4
5

一
般
会
計
又
は
他
の
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
る
収
入

2
1
7
,
2
7
3

(
令

和
8
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

9
年

3
月

3
1
日

ま
で

)

－
5
 
6
－



国
庫
補
助
金
等
に
よ
る
収
入

1
0
4
,
0
2
4

国
庫
補
助
金
等
返
還
金
に
よ
る
支
出

基
金
積
立
金
に
よ
る
支
出

△
 
6
5

長
期
貸
付
金
に
よ
る
支
出

長
期
貸
付
金
の
回
収
に
よ
る
収
入

長
期
貸
付
金
の
貸
倒
回
収
不
能
額

短
期
貸
付
金
に
よ
る
支
出

短
期
貸
付
金
の
回
収
に
よ
る
収
入

短
期
貸
付
金
の
貸
倒
回
収
不
能
額

投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

1
1
5
,
9
5
3

３
　
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

一
時
借
入
に
よ
る
収
入

一
時
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
に
よ
る
収

入
7
1
,
6
0
0

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

△
 
3
4
4
,
9
0
0

そ
の
他
の
企
業
債
に
よ
る
収
入

そ
の
他
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

△
 
5
,
6
0
1

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
長
期
借
入
金
に
よ
る
収
入

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
長
期
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

そ
の
他
の
長
期
借
入
金
に
よ
る
収
入

そ
の
他
の
長
期
借
入
金
の
返
済
に
よ
る
支
出

出
資
に
よ
る
収
入

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

△
 
2
7
8
,
9
0
1

資
金
増
加
額
（
ま
た
は
減
少
額
）

△
 
2
4
,
8
9
6

資
金
期
首
残
高

1
0
2
,
6
4
9

資
金
期
末
残
高

7
7
,
7
5
3

－
5
 
7
－



令
和

７
年

度
 
 
阿

賀
町

下
水

道
事

業
予

定
損

益
計

算
書

（
単

位
：

千
円
）

１
　
 
 
営

　
 
業

　
 
収

　
 
益

　
　

（
１

）
 
下

水
道

使
用
料

1
2
5
,
9
09

　
　

（
２

）
 
そ

の
他

営
業

収
益

1
7
5

1
2
6
,
0
84

２
　
 
 
営

　
 
業

　
 
費

　
 
用

　
　

（
１

）
 
管

渠
費

6
,
6
11

　
　

（
２

）
 
処

理
場
費

2
3
6
,
6
70

　
　

（
３

）
 
総

係
費

4
8
,
9
73

　
　

（
４

）
 
減

価
償

却
費

6
6
4
,
6
02

　
　

（
５

）
 
資

産
減

耗
費

3
,
7
35

　
　

（
６

）
 
そ

の
他

営
業

費
用

9
6
0
,
5
91

　
　

　
営

　
 
 
業

　
 
 
損

　
 
 
失

8
3
4
,
5
07

３
　
 
営

　
業

　
外

　
収

　
益

　
　

（
１

）
 
受

取
利

息
及

び
配

当
金

2
1

　
　

（
２

）
 
他

会
計

補
助
金

4
0
0
,
0
00

　
　

（
３

）
 
長

期
前

受
金

戻
入

5
5
3
,
1
90

　
　

（
４

）
 
雑

収
益

5
9
5
3
,
2
16

４
　

営
 
業
 
外
 
費
 
用

　
　

（
１

）
 
支

払
利

息
及

び
企

業
債

取
扱

諸
費

3
2
,
5
14

　
　

（
２

）
 
雑

支
出

2
3
,
5
12

5
6
,
0
26

8
9
7
,
1
90

　
　

　
経

　
　

常
　

　
利

　
　
益

6
2
,
6
83

５
　
 
特
 
　

別
 
　

利
 
　
益

　
　

（
１

）
 
固

定
資

産
売

却
益

　
　

（
２

）
 
過

年
度

損
益

修
正
益

　
　

（
３

）
 
そ

の
他

特
別

利
益

６
　
 
特
 
　

別
 
　

損
 
　
失

　
　

（
１

）
 
固

定
資

産
売

却
損

　
　

（
２

）
 
減

損
損
失

　
　

（
３

）
 
過

年
度

損
益

修
正
損

8
9
5

　
　

（
４

）
 
そ

の
他

特
別

損
失

8
9
5

△
 
8
95

　
　

　
当
 
年
 
度
 
純
 
利
 
益

6
1
,
7
88

　
　

　
前

年
度

繰
越

利
益

剰
余
金

9
9
,
0
48

　
　

　
そ

の
他

未
処

分
利

益
剰

余
金

変
動
額

8
2
,
1
55

　
　

　
当

年
度

未
処

分
利

益
剰

余
金

2
4
2
,
9
91

（
令

和
7

年
4

月
1

日
か

ら
令

和
8

年
3

月
3
1

日
ま

で
）

－
5
 
8
－



　



令
和

７
年

度
 
 
阿

賀
町

下
水

道
事

業
予

定
貸

借
対

照
表

（
単

位
：

千
円
）

１
　

固
 
 
 定

 
 
 資

 
 
 産

　
 
（

１
）

有
 
形

 
固

 
定

 
資

 
産

　
 
　

イ
　

土
　

　
　

　
　

　
　
地

1
6
5
,
8
38

　
 
　

ロ
　

建
　

　
　

　
　

　
　
物

2
,
0
0
4
,
6
70

　
 
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
累

 
計

 
額

△
 
1
4
6
,
6
26

1
,
8
5
8
,
0
44

　
 
　

ハ
　

構
　

　
　

築
　

　
　
物

1
1
,
7
3
4
,
1
98

　
 
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
累

 
計

 
額

△
 
8
3
5
,
6
29

1
0
,
8
9
8
,
5
69

　
 
　

ニ
　

機
　

械
 
及

 
び

 
装

 
置

1
,
6
7
1
,
5
58

　
 
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
累

 
計

 
額

△
 
3
4
5
,
3
89

1
,
3
2
6
,
1
69

　
 
　

ホ
　

工
具

、
器

具
及

び
備
品

1
,
3
80

　
 
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
累

 
計

 
額

1
,
3
80

　
 
　

ヘ
　

建
　

設
　

仮
　

勘
　
定

1
2
,
7
80

　
 
　

有
 
形

 
固

 
定

 
資

 
産

 
合

 
計

1
4
,
2
6
2
,
7
80

　
 
（

２
）

無
 
形

 
固

 
定

 
資

 
産

　
 
　

イ
　

電
 
話

 
加

 
入

 
権

6
,
1
15

　
 
　

無
 
形

 
固

 
定

 
資

 
産

 
合

計
6
,
1
15

　
 
（

３
）

投
資

そ
の

他
の

資
産

　
 
　

イ
　

基
　

　
　

　
　

　
 
金

1
2
,
6
47

　
 
　

投
資

そ
の

他
の

資
産
 
合

計
1
2
,
6
47

　
 
　

固
 
 
定

 
 
資

 
 
産

　
合

　
計

1
4
,
2
8
1
,
5
42

２
　

流
 
 
 動

 
 
 資

 
 
 産

　
 
（

１
）

現
金

預
金

1
0
2
,
6
49

　
 
（

２
）

未
収
金

1
1
,
2
34

　
 
　

　
　

貸
　
 
倒

 
　

引
　

当
　
金

1
1
,
2
34

 
　

　
流
 
 
動

 
 
資

 
 
産

　
合

　
計

1
1
3
,
8
83

 
　

　
　

資
 
 
　

 
産

　
　

合
 
　

 
 
計

1
4
,
3
9
5
,
4
25

（
令

和
8

年
3

月
3
1

日
）

資
産

の
部

－
6
 
0－



（
単

位
：

千
円
）

３
　

固
 
 
 定

 
 
 負

 
 
 債

　
 
（

１
）

企
業
債

　
 
　

イ
　

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

　
 
　

　
　

充
て

る
た

め
の

企
業
債

1
,
3
4
7
,
3
77

　
 
　

ロ
　

そ
の

他
の

企
業
債

3
2
,
4
99

　
 
　

　
　

企
業

債
合
計

1
,
3
7
9
,
8
76

 
　

 
　

固
 
 
定

 
 
負

 
 
債

　
合

　
計

1
,
3
7
9
,
8
76

４
　

流
 
 
 動

 
 
 負

 
 
 債

　
 
（

１
）

企
業
債

　
 
　

イ
　

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

　
 
　

　
　

充
て

る
た

め
の

企
業
債

3
4
4
,
9
00

　
 
　

ロ
　

そ
の

他
の

企
業
債

5
,
6
01

　
 
　

　
　

企
 
業

 
債

 
合

 
計

3
5
0
,
5
01

　
 
（

２
）

未
払
金

4
7
,
3
58

　
 
（

３
）

引
当
金

　
 
　

イ
　

賞
与

引
当
金

3
,
0
00

　
 
　

ロ
　

法
定

福
利

費
引

当
金

6
0
0

　
 
　

　
　

引
 
当

 
金

 
合

 
計

3
,
6
00

　
 
（

４
）

そ
の

他
流

動
負
債

1
7
3

 
　

 
　

流
 
 
動

 
 
負

 
 
債

　
合

　
計

4
0
1
,
6
32

５
　

繰
 
　

延
 
　

収
 
　

益

 
　

　
　

　
長

期
前

受
金

9
,
7
0
1
,
4
82

 
　

　
　

　
収

益
化

累
計
額

△
 
1
,
0
4
9
,
1
75

 
　

 
　

繰
　

延
　

収
　

益
　

合
　
計

8
,
6
5
2
,
3
07

 
　

 
　

　
負
 
 
　

 
債

　
　

合
 
　

 
 
計

1
0
,
4
3
3
,
8
15

（
単

位
：

千
円
）

６
　

資
　

　
　

本
　

　
　
金

3
,
6
8
1
,
5
22

７
　

剰
　

　
　

余
　

　
　
金

　
 
（

１
）

資
本

剰
余
金

　
 
　

イ
　

受
贈

財
産

評
価
額

3
6
,
1
32

　
　

　
資

　
本

　
剰
 
余

 
金

 
合

 
計

3
6
,
1
32

　
 
（

２
）

利
益

剰
余
金

　
 
　

イ
　

減
 
債

 
積

 
立

 
金

9
6
5

　
 
　

ロ
　

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余
金

2
4
2
,
9
91

　
　

　
利

　
益

　
剰
 
余

 
金

 
合

 
計

2
4
3
,
9
56

　
　

　
　

剰
 
 
 余

 
 
 金

 
　

合
 
　

計
2
8
0
,
0
88

　
　

　
　

資
 
 
　

 
本

 
 
　

合
 
　

 
 
計

3
,
9
6
1
,
6
10

　
　

　
　

負
 
 
債

　
資
 
 
本

　
合
 
 
計

1
4
,
3
9
5
,
4
25

負
債

の
部

資
本

の
部

－
6
 
1－



令
和

８
年

度
 
 
阿

賀
町

下
水

道
事

業
予

定
貸

借
対

照
表

（
単

位
：

千
円
）

１
　

固
 
 
 定

 
 
 資

 
 
 産

　
 
（

１
）

有
 
形

 
固

 
定

 
資

 
産

　
 
　

イ
　

土
　

　
　

　
　

　
　
地

1
6
5
,
8
38

　
 
　

ロ
　

建
　

　
　

　
　

　
　
物

2
,
0
0
4
,
6
70

　
 
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
累

 
計

 
額

△
 
2
1
9
,
6
37

1
,
7
8
5
,
0
33

　
 
　

ハ
　

構
　

　
　

築
　

　
　
物

1
1
,
7
5
6
,
0
59

　
 
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
累

 
計

 
額

△
 
1
,
2
5
5
,
3
80

1
0
,
5
0
0
,
6
79

　
 
　

ニ
　

機
　

械
 
及

 
び

 
装

 
置

1
,
8
6
2
,
1
31

　
 
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
累

 
計

 
額

△
 
5
0
9
,
2
92

1
,
3
5
2
,
8
39

　
 
　

ホ
　

工
具

、
器

具
及

び
備
品

1
,
3
80

　
 
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
累

 
計

 
額

△
 
3
11

1
,
0
69

　
 
　

ヘ
　

建
　

設
　

仮
　

勘
　
定

　
 
　

有
 
形

 
固

 
定

 
資

 
産

 
合

 
計

1
3
,
8
0
5
,
4
58

　
 
（

２
）

無
 
形

 
固

 
定

 
資

 
産

　
 
　

イ
　

電
 
話

 
加

 
入

 
権

6
,
1
15

　
 
　

無
 
形

 
固

 
定

 
資

 
産

 
合

計
6
,
1
15

　
 
（

３
）

投
資

そ
の

他
の

資
産

　
 
　

イ
　

基
　

　
　

　
　

　
 
金

1
2
,
7
11

　
 
　

投
資

そ
の

他
の

資
産
 
合

計
1
2
,
7
11

　
 
　

固
 
 
定

 
 
資

 
 
産

　
合

　
計

1
3
,
8
2
4
,
2
84

２
　

流
 
 
 動

 
 
 資

 
 
 産

　
 
（

１
）

現
金

預
金

7
7
,
7
53

　
 
（

２
）

未
収
金

1
1
,
5
56

　
 
　

　
　

貸
　
 
倒

 
　

引
　

当
　
金

1
1
,
5
56

 
　

　
流
 
 
動

 
 
資

 
 
産

　
合

　
計

8
9
,
3
09

 
　

　
　

資
 
 
　

 
産

　
　

合
 
　

 
 
計

1
3
,
9
1
3
,
5
93

（
令

和
9

年
3

月
3
1

日
）

資
産

の
部

－
6
 
2－



（
単

位
：

千
円
）

３
　

固
 
 
 定

 
 
 負

 
 
 債

　
 
（

１
）

企
業
債

　
 
　

イ
　

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

　
 
　

　
　

充
て

る
た

め
の

企
業
債

1
,
1
2
8
,
0
32

　
 
　

ロ
　

そ
の

他
の

企
業
債

2
6
,
8
99

　
 
　

　
　

企
業

債
合
計

1
,
1
5
4
,
9
31

 
　

 
　

固
 
 
定

 
 
負

 
 
債

　
合

　
計

1
,
1
5
4
,
9
31

４
　

流
 
 
 動

 
 
 負

 
 
 債

　
 
（

１
）

企
業
債

　
 
　

イ
　

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

　
 
　

　
　

充
て

る
た

め
の

企
業
債

2
9
0
,
9
45

　
 
　

ロ
　

そ
の

他
の

企
業
債

5
,
6
00

　
 
　

　
　

企
 
業

 
債

 
合

 
計

2
9
6
,
5
45

　
 
（

２
）

未
払
金

2
0
,
7
90

　
 
（

３
）

引
当
金

　
 
　

イ
　

賞
与

引
当
金

3
,
0
10

　
 
　

ロ
　

法
定

福
利

費
引

当
金

6
1
0

　
 
　

　
　

引
 
当

 
金

 
合

 
計

3
,
6
20

　
 
（

４
）

そ
の

他
流

動
負
債

1
7
3

 
　

 
　

流
 
 
動

 
 
負

 
 
債

　
合

　
計

3
2
1
,
1
28

５
　

繰
 
　

延
 
　

収
 
　

益

 
　

　
　

　
長

期
前

受
金

1
0
,
0
2
3
,
3
24

 
　

　
　

　
収

益
化

累
計
額

△
 
1
,
5
9
4
,
8
44

 
　

 
　

繰
　

延
　

収
　

益
　

合
　
計

8
,
4
2
8
,
4
80

 
　

 
　

　
負
 
 
　

 
債

　
　

合
 
　

 
 
計

9
,
9
0
4
,
5
39

（
単

位
：

千
円
）

６
　

資
　

　
　

本
　

　
　
金

3
,
8
6
2
,
7
25

７
　

剰
　

　
　

余
　

　
　
金

　
 
（

１
）

資
本

剰
余
金

　
 
　

イ
　

受
贈

財
産

評
価
額

3
6
,
1
32

　
　

　
資

　
本

　
剰
 
余

 
金

 
合

 
計

3
6
,
1
32

　
 
（

２
）

利
益

剰
余
金

　
 
　

イ
　

減
 
債

 
積

 
立

 
金

1
7
,
2
82

　
 
　

ロ
　

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余
金

9
2
,
9
15

　
　

　
利

　
益

　
剰
 
余

 
金

 
合

 
計

1
1
0
,
1
97

　
　

　
　

剰
 
 
 余

 
 
 金

 
　

合
 
　

計
1
4
6
,
3
29

　
　

　
　

資
 
 
　

 
本

 
 
　

合
 
　

 
 
計

4
,
0
0
9
,
0
54

　
　

　
　

負
 
 
債

　
資
 
 
本

　
合
 
 
計

1
3
,
9
1
3
,
5
93

負
債

の
部

資
本

の
部

－
6
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注
記

Ⅰ
　
　
重
要
な
会
計
方
針

令
和
６
年
度
か
ら
地
方
公
営
企
業
会
計
基
準
を
適
用
し
て
、
財
務
諸
表
等
を
作
成
し
て
い
る
。

１
固
定
資
産
の
減
価
償
却
方
法

有
形
固
定
資
産
（
リ
ー
ス
資
産
を
除
く
。
）

・
減
価
償
却
の
方
法

定
額
法

・
主
な
耐
用
年
数

建
物

１
５
～
６
５
年

構
築
物

１
５
～
６
０
年

機
械
及
び
装
置

８
～
２
２
年

工
具
器
具
及
び
備
品

４
年

無
形
固
定
資
産
（
リ
ー
ス
資
産
を
除
く
。
）

・
減
価
償
却
の
方
法

定
額
法

２
重
要
な
リ
ー
ス
取
引
の
処
理
方
法

所
有
権
移
転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
賃
貸
借
取
引
に

係
る
方
法
に
準
じ
た
会
計
処
理
に
よ
っ
て
い
る
。

 
３

引
当
金
の
計
上
方
法

退
職
給
付
引
当
金

職
員
の
退
職
手
当
は
、
下
水
道
事
業
会
計
が
毎
期
支
出
す
る
退
職
手
当
組
合
に
対

す
る
普
通
負
担
金
及
び
追
加
負
担
の
う
ち
の
事
前
納
付
金
を
除
き
、
一
般
会
計
が

そ
の
全
部
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
退
職
給
付
引
当
金
は
計
上
し

て
い
な
い
。

賞
与
引
当
金

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
備
え
る
た
め
、
当
年
度
末
に
お
け
る

支
給
見
込
額
に
基
づ
き
、
当
年
度
の
負
担
に
属
す
る
額
を
計
上
し
て
い
る
。

法
定
福
利
費
引
当
金

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
係
る
法
定
福
利
費
の
支
出
に
備
え
る
た
め
、

当
年
度
末
に
お
け
る
支
給
見
込
額
に
基
づ
き
、
当
年
度
の
負
担
に
属
す
る
額
を
計

上
し
て
い
る
。

４
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理
は
税
抜
方
式
に
よ
っ
て
い
る
。

Ⅱ
　
　
予
定
貸
借
対
照
表
等
関
連

１
引
当
金
の
取
崩
し

賞
与
引
当
金
の
取
崩
し

令
和
８
年
度
に
お
い
て
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
と
し
て
８
，
９
７
４
千
円
を

支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
賞
与
引
当
金
３
，
０
０
０
千
円
を
取
り
崩
し
た
。

法
定
福
利
費
引
当
金
の
取
崩
し

令
和
８
年
度
に
お
い
て
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
係
る
法
定
福
利
費
と
し
て

１
，
７
９
４
千
円
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
法
定
福
利
費
引
当
金

６
０
０
千
円
を
取
り
崩
し
た
。

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
１
）
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Ⅲ
　
　
そ
の
他
の
注
記

公
営
企
業
会
計
移
行
に
係
る
経
過
措
置

１
み
な
し
償
却
制
度
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

平
成
２
６
年
３
月
３
１
日
に
お
け
る
償
却
資
産
の
取
得
又
は
改
良
に
充
て
る
た
め
の
補
助
金
等

で
現
に
資
本
剰
余
金
と
し
て
整
理
し
て
い
る
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
６
年
３
月
３
１
日
以
前

に
取
得
又
は
改
良
し
た
資
産
で
、
取
得
又
は
改
良
し
た
資
産
と
補
助
金
等
と
の
対
応
関
係
を
個

別
に
把
握
で
き
る
資
産
を
除
い
た
す
べ
て
の
資
産
（
た
だ
し
、
補
助
金
等
を
充
て
ず
に
取
得
又

は
改
良
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
資
産
は
除
く
。
）
を
対
象
と
し
た
按
分
等
の
方
法
を
用
い
て
合

理
的
に
整
理
し
て
い
る
。
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